
ひろしま国際平和文化祭実行委員会事務局

令和6年4月22日現在

第2回ひろしま国際平和文化祭

ひろフェス・フィナーレイベント

実施概要



１ 概 要
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■イベント名

ひろフェスファイナルイベント（広域連携シンボルイベント）

■主催

ひろしま国際平和文化祭実行委員会（以下「実行委員会」という。）

■日時

令和6年8月31日(土)～9月1日(日)開場11:00 開演13:00 (19:00まで）

■内容

ひろしま国際平和文化祭を象徴する音楽とメディア芸術が連携したイベントを開催。

広島広域都市圏内で活動するアーティスト、吹奏楽団、ダンスチーム等によるステージ、

メディア技術作品展示、圏城内の特産品等の飲食・物販ブースやキッチンカーの設置

などを行う野外フェスを実施する。

■会場

ひろしまゲートパークプラザ（広島県広島市中区基町5番地（中央公園の一部））



2 会 場

２

※会場エリアイメージ

出店ブース

広島広域都市圏構成市町の飲食・物販ブースや観光PR、関連企業のブースを
設置します。飲食提供等を行うことで来場者の滞留時間を長くし、様々なプログラム
をゆっくりと楽しんでいただけるように配慮します。

写真はイメージです



3 会場エリア概要

メインステージ

当メインステージは終日無料となります。

３

オープニング　～ 30分 オープニング　～ 30分

アニメ声優系ゲスト アニメ声優系ゲスト

＜30分＞ ＜30分＞

ブラスバンド① 30分 ブラスバンド① 30分

＜15分＞ ＜15分＞

ブラスバンド② 30分 ブラスバンド② 30分

＜15分＞ ＜15分＞

アニソンDJ 60分 アニソンDJ 60分

＜15分＞ ＜15分＞

ダンスパフォーマンス 60分 ダンスパフォーマンス 60分

＜15分＞ ＜15分＞

地元アーティスト＆　HIPPY 45分 地元アーティスト＆　TEE 45分

＜45分休憩＞ ＜45分休憩＞

メインゲスト 30分 メインゲスト 30分
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開場11:00 開演13:00 (19:00まで）
プログラムの内容は未定です。変更の可能性があります。ご了承ください。



２. 出店内容

３．出店スケジュール（予定）

４．留意事項

４ 屋外出店ブース概要
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■出店ブース数 ３７ブース(予定)

※各市町1ブースは必ず出店できる形とします。申込多数の場合は、実行委員会が調整の上、決定します。

■出店単位 １ブース単位の整数とし、０.５ブースなどは認められません。

■会場内で各市町の特産品を使用した飲食提供や物販を中心にした御出店となります。

■令和６年８月３１日(土)、９月１日(日)の２日間連続の御出店となります。

■現金払い制となります。釣り銭等は各出店団体にて御用意ください。

■実行委員会が、テント、市町名版の基本設備を御用意します。

詳しくは、次頁を御参照ください。

■共同の給排水設備を御用意します。※検討中

■募集期間 令和６年６月上旬～６月２7日(月)

■出店可否のお知らせ 令和６年６月末～７月頭

■出店団体説明会 令和６年７月上旬（オンライン実施を予定）

※別途ご案内させていただきます。

■各種申請書類提出締切 令和６年７月下旬

■出店社搬入準備 令和６年８月３０日(金) １３：００～１６：００

３１日(土) ８:００～１0：３０

■イベント開催日 令和６年８月３１日(土)、９月１日(日)

■出店団体撤去搬出 令和６年９月１日(日)、２日(月)

出店に係る火気の使用や飲食品の販売に係る注意事項、ごみ処理方法等については、

出店団体説明会時に御案内いたします。

※ 変更になる場合があります。

屋外出店ブース

１. 出店条件

■広島広域都市圏内の自治体が地元を代表する特産品・民工芸品であると認めたもの。

■上記自治体が推薦し、かつ出店内容が開催内容にふさわしいもの。

■集客を図る上で、演出上必要と思われる企画を実施するもの。

※申込みのあった出店内容・品目によっては、実行委員会が出店をお断りする場合があります。
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■ﾃﾝﾄｻｲｽﾞ 2k×1.5k（3,636mm×2,727mm）

■基本設備 市町名版ﾊﾟﾈﾙ（900*300）×１

※長机・椅子、電源等の備品については、オプション設備にて手配(有料)が可能です。

（詳しくは出店団体説明会にて御説明いたします。）

※複数ブースを出店される場合は、ブース数×出店料となります。

出店ブース

■イベント会場における制限について

※お持ちの机・椅子など備品を持ち込んで御使用いただくことも可能です。
（発電機の持込みは不可）

飲食・物販の提供を行っていただくブースとな
ります。

本イベントの特別協賛社がオフィシャルサプライヤーとなる場合があります。

その際は、飲料提供に制限が掛かる可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。

４ エリアC 屋外出店ブース概要

出店料(2日間)・・・１１万円（税込）

ブース出店費（一般事業者※行政推薦枠）



５ 出店に関する規程
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出店に関する規程

１．実行委員会から示された各規定の遵守をお願いいたします。

２．テントの配置及びエリア構成については、実行委員会にて決定させていただきます。

３．実行委員会から提出を求められた書類は遅滞なく御提出をお願いいたします。

４．イベント会場に適用される防火や安全法規等を厳守してください。

５．出店団体は、いかなる理由があっても、実行委員会が定めた出店スペースの全部
又は一部を他団体と交換・譲渡・貸与等することはできません。

６．実行委員会は、所轄の警察署、消防署、保健所などによる指導・命令や出店申込
キャンセルなどがあった場合、出店位置を変更することができます。

７．搬入・搬出期間及び会期中の規定作業時間の遵守をお願いいたします。

８．自テントスペース以外での営業行為は一切行うことができません。

９．強い光、熱、臭気又は大音量を放つ実演など、他団体の迷惑となるような行為は
禁止とさせていただきます。もし、多大な迷惑を与えていると実行委員会が判断し
た場合、その行為を中止とさせていただく場合もございます。

１０．規定違反若しくはその恐れがあると実行委員会が判断した場合、実行委員会は会期
前、会期中にかかわらず、出店の取消し及び販売商品等の変更・撤去の措置をとら
せていただきます。実行委員会は、その際に発生する出店団体の損害を補償せず、
出店団体から支払われた費用も返却いたしません。

１１．出店団体がテント内や販売商品等で第三者に対し被害を与えた場合、実行委員会は
一切責任を負いません。

１２．天災、その他不可抗力により、会期変更又は開催を中止した場合、実行委員会は
これによって生じた出店団体及び関係者の損害を補償しません。
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